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令和  年  月  日 

 

 

         税務署長殿  

納 税 地 
〒 

電話（   ）    －     

（フリガナ）  

法 人 名 等  

法 人 番 号 

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名   

代 表 者 住 所 
〒 

 

事 業 種 目 業 

 

の規定に基づき、
自 平成  年  月  日
至 平成  年  月  日

事 業 年 度 
課 税 事 業 年 度 の確定申告に係る課税標準等に 

ついて下記のとおり更正の請求をします。 
記 

区          分 この請求前の金額 更正の請求金額 

法

人

税

額 

所  得 

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額 １  円  円 

同 上の 
内  訳 

軽減税率適用所得金額 ２     

その他の金額(１－２) ３     

法 人 税 額 ４     

法 人 税 額 の 特 別 控 除 額 ５     

差 引 法 人 税 額 ( ４ － ５ ) ６     

連結納税の承認を取り消された場合等における既に控除された法人税額の特別控除額の加算額  ７     

土地譲渡 
利 益 金 

課 税 土 地 譲 渡 利 益 金 額 ８ ０００  ０００  

同 上 に 対 す る 税 額 ９     

留 保 金 
課 税 留 保 金 額 10 ０００  ０００  

同 上 に 対 す る 税 額 11     

使  途 
秘 匿 金 

使 途 秘 匿 金 額 12 ０００  ０００  

同 上 に 対 す る 税 額 13     

法 人 税 額 計 ( ６ ＋ ７ ＋ ９ ＋ 1 1 ＋ 1 3 ) 14     
外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除額及び仮

装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額 
15     

控 除 税 額 16     

差引所得に対する法人税額（1 4－1 5－1 6） 17 ００  ００  

中 間 申 告 分 の 法 人 税 額 18 ００  ００  

差 引 
納 付 す べ き 法 人 税 額 19 ００  ００  

還 付 金 額 20     

翌 期 へ 繰 り 越 す 欠 損 金 又 は 災 害 損 失 金 21     

地

方

法

人

税

額 
課税標準 
法人税額 
の 計 算 

基準法人 
税 額 

所得の金額に対する法人税額 22     

課税留保金額に対する法人税額 23     

課税標準法人税額（ 22＋ 23） 24 ０００  ０００  

( 2 2 ) に 係 る 地 方 法 人 税 額 25     

( 2 3 ) に 係 る 地 方 法 人 税 額 26     

所 得 地 方 法 人 税 額 （ 2 5 ＋ 2 6 ） 27     

外 国 税 額 の 控 除 額 28     
外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額等の控除額及び仮装経

理に基づく過大申告の更正に伴う控除地方法人税額 
29     

差 引 地 方 法 人 税 額 （ 2 7 － 2 8 － 2 9 ） 30 ００  ００  

中 間 申 告 分 の 地 方 法 人 税 額 31 ００  ００  

差 引 
納 付 す べ き 地 方 法 人 税 額 32 ００  ００  

還 付 金 額 33     

（更正の請求をする理由等） 

修正申告書提出年月日 平成・令和  年  月  日 添付書類  

更正決定通知書受理年月日 平成・令和  年  月  日   

還付を受けようと 

する金融機関等 

１ 銀行等の預金口座に振込みを希望する場合 
       銀行            本店・支店 

金庫・組合         出 張 所 
       漁協・農協         本所・支所 
       預金 口座番号             

２ ゆうちょ銀行の貯金口座に振込みを希望する場合 
  貯金口座の記号番号     －          
 
３ 郵便局等の窓口での受取を希望する場合 

郵便局名等             

税 理 士 署 名                                             

旧国税通則法第23条 
旧法人税法第80条の２ 
旧地方法人税法第24条 
旧租税特別措置法第66条の４

 


